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　本題材では、障害のある人もない人も同じ空間で同じように生活するためにはど

のように考えたらよいかを話し合う。それぞれの経験や体験を踏まえ、共感的に考

えられる態度を育成したい。また、他者の個性を理解し尊重し合うことが、誰もが

生きやすい「共生社会の実現」につながると考え、本題材を設定した。

（１）　障害のある人の人権を尊重するための合理的配慮の提供について理解している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （知識）

（２）　障害のある人の気持ちを想像したり、その立場に立って考えたりできる。（技能）

（１）　本時のねらい

　　「障害のある人もない人も同じ空間で同じように生活する」ために、自分たちがで

　きることは何かを考えよう。
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（授業）

（２）　展開

・視点をもたせることが意図のため、　

　短時間で済ませ、深くは掘り下げな

　いようにする。

・声をかけ合う　　　

を生かして、その人の立場にたって

共感的に考えることができるよう、

机間指導や補助発問を行う。（技能）

　
導
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入

５
分

　
展
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
開

段階 時間

　
35
分

資料１
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ホワイトボード

またはＡ３用紙

マジック

展
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
開

☆障害のある人の立場に立って考えて

　いる。    （関心・意欲・態度）【記述】

・障害の有無に関わらず、全ての人がや

　るべきことは責任をもってやらなけれ

　ばならないことをおさえる。

☆共に生きる社会を実現するため、他者

　の個性を理解し様々な価値観があるこ

　とを尊重している。

　　　　　 （思考・判断・実践）【記述】

（授業）

６　班での話合いの結果を発表

　する。

７　障害のある人と共に生活す

　るために大切なことは何かを

　考える。

・自分の考えと照らし合わせながら、　

　他の班の意見を聞くようにする。

・状況に応じ、各班が全ての障害や場

　面を発表するのではなく、選択して

　発表してもよいことを伝える。

・誰もが生活しやすい社会にするため

　に必要な考え方や価値観に気付かせ

　る。

・個人の活動や班での活動の意見を取

　り上げ、「障害のある人は弱者だか

　ら、　手助けしてあげる」ではなく、「対

　等な立場で共に生活していくために

　　関わっていくこと」が「共生社会」　

　であることを伝える。

◎障害のある人と対等に生活するため
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終
　
　
　
末

・ ユニバーサルデザインや障害者差別解

　消法を紹介する。

◎ユニバーサルデザインや合理的配慮の

　提供は、障害の有無に関わらず、誰も

　が安心・安全に生活するために必要な

　ことをおさえる。　　　　　　 （知識）

☆合理的配慮の提供の必要性を理解して

　いる。　　　　　　　　（知識）【記述】

障害者のシンボルマーク（このマークを見たら心配りを！）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（埼玉県福祉部福祉政策課）
「合理的配慮」を知っていますか？　　　　　　　　　　　  （内閣府）
ユニバーサルデザイン　　　　　　　（埼玉県県民生活部文化振興課）

P.14

P.15

P.16

P.16

P.17.18

資料２

資料３
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◎次の①～③の場面で、視覚障害や聴覚障害のある人、車いすの利用者の立場に立って、

　それぞれどのような変更や配慮があると、より生活しやすくなるか考えましょう。
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◎班で視覚障害、聴覚障害のある人、車いすの利用者のいずれか１つをテーマに話し合い、

　考えを深めましょう。

◎障害のある人もない人も、同じ社会で共に生活するためには、何が大切なのか、個人

　としてできることは何かを文章でまとめましょう。
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資料 1

資料 2

出典：障害者のシンボルマーク（このマークを見たら心配りを！）（埼玉県福祉部福祉政策課）

出典：「合理的配慮」を知っていますか？（内閣府）
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資料 3
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出典：ユニバーサルデザイン（埼玉県県民生活部文化振興課）
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